
課税事業者 ○基本的視点の再チェック
免税事業者

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

300 2,049

計

300 1,998

☑ □

2,100

[300] [290] [728] [1,318]

２ 補助金等の使途は適切である

[1,007]

300

2,016

[1,966]

[1,007]

2,100

[422] [866] [30] [1,318]

422 866 762 50

[30]

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

５ 前年度繰越金は生じていないか

□

□

☑

□

2,016

[1,966]

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

　少子化による団体・団員数の減少に伴い，会費収入
の減少傾向が続いており，保護者負担の増額も厳しい
状況にあることから，民間の助成制度の活用など，自
主財源の確保策について協議していく。

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

　厳しい経済状況から会費等の父母負担増
は難しく，運営経費の縮減に努めている。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

　性質上，市が直接運営できないことから，
現在の方法が最適である。

１

公益性
（明確な公益性があるか） 　函館市内の９種目４２団体を統轄している

団体であり，スポーツを通じた青少年の心身
の健全な発達を図るため，ジュニアリーダー
の養成研修や指導者などへの講習会等を企画
し，健全育成と競技力向上に努めていること
から公益性が認められる。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

　スポーツを通じた青少年の健全育成を図
るため重要な役割を担っていることから，
今後も支援が必要である。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

☑

☑ □

□☑

□

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

　函館市スポーツ少年団運営補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

[363] [835]

R4
(決算)

R5
(決算)

1,808

[412] [565] [30]

[1,228]

2,049

[422] [866] [30] [1,318]

1,998

355

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

負担金等

[330] [736] [900]

R7
(予算)

[300] [290] [728] [1,318]

[928] [1,228][300]

300 1,808

　函館市スポーツ少年団
□

☑

　現在，４２の加盟団体で組織され，少年団活動の活性化のため，競技種目ごとの交
流・交歓大会や指導者育成事業，団員の体力テストなどを行っている。

　若年層へのスポーツの普及，青少年の健康増進・健全育成に資するとともに，今
後より一層の活動の活性化を図る。

　少子化に伴うスポーツ機会の減少等が子どもの体力や運動能力低下を招いている
なか，各スポーツ少年団を統括し，各種大会をはじめ，指導者育成や各種講習会を
実施する当団体への支援により，青少年のスポーツ振興と健全育成が図られる。

1,716

1,508

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

300

[300]

団　体　名

助成の根拠規定等 ・函館市補助金等交付規則
・函館市生涯学習活動団体運営補助金交付要綱(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [300] [707]

1,510

[1,666]

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

　函館市スポーツ少年団運営補助金
開　始

昭和４３年度
年　度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 計
市

団体等

の状況

412 565 831

1,459

1,698

330 736 950

290

290

914 730 50

363 835 800



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

□

□

□

☑

□

□

☑

□

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

　函館市スポーツ少年団運営補助金

団数，指導者数，団員数のほか，各種交流・研修事業等の内容により，効果を測定する。

　年度　団数  指導者数(人)　団員数(人)
    R3　　 52　　　 255          953
    R4     42       217          817
　　R5     42       209          803
　
　　・各種競技交流・交歓事業，指導者等研修・養成事業，体力テスト等を実施

　スポーツに親しむ機会の創設と，スポーツ競技を通
じた青少年の健全な育成など，本市のスポーツ振興に
とって有益なものであるが，各種育成プログラムの開
発や指導者・保護者（母集団）への研修等の充実が必
要である。

令和　　　９　　年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和　　　９　　年度

現行のまま補助を継続

　補助金交付先団体の収支状況を適時確認し，補助
対象経費の見直しを図るなど，適正な補助金額の設
定について検討する。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他
　令和９年度


